
                                    

第三国定住に関する有識者会議        ２０１２年１２月５日 

 
国際 NGO の立場から  

  
   認定 NPO 法人難民を助ける会         

会長 柳 瀬  房 子 

 
難民を助ける会の活動・草の根市民活動から、認定 NPO 法人への３３年  

 

人間の安全保障の観点、恐怖からの自由、欠乏からの自由、尊厳を持って生きる自由、 

国際感覚で人権を考えよう―難民を助ける会３３年の取り組みの基本        

① 難民・・・日本でも「やっかいもの」扱い。宇宙船地球号の意識。           

② 障害者・・・東南アジアには、「因果応報」の意識も。                

③ 子 供・・・教育の機会を奪われている、児童労働、人身売買    

「小さな声」「よき不平等」「提言と実行」「呼び水」「応分の負担バーデン・シェアリ

ング」                    

インドシナ難民以来の難民の国内受け入れについて 

「難民」という言葉が無かった日本 １９４３年の国語辞典に初出 

今では、津波、放射能、噴火、結婚、帰宅、就職、ネットカフェ難民まで 

インドシナ難民問題 官・民合同連絡会議 

単一民族国家、寒い、人口過密、日本語は難しい、VN 人社会が無い 

 

難民を助ける会 １９７９年設立、相馬雪香会長  

８９年 外務省 NGO 補助金   

９０年 郵政省 国際ボランティア貯金  

９９年 NPO 法人制度のスタート 

００年 難民を助ける会 NPO 法人取得 

０２年 難民を助ける会 認定 NPO 法人 

法務省の入国管理行政  難民審査参与員制度 （ 最初の２０年間は任意団体 ） 

社会福祉法人さぽうと２１の活動 

・難民を含む外国出身者等の自立支援  ・生活自立支援(日本語教室・学校教育の補完)  

・相談室、生活支援(生活費の困窮者への支援・緊急支援) 

ＵNHCR などの国際機構との連携。 
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